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マンションの管理適正化及び再⽣円滑化について

資料



今回、意⾒交換等をお願いする事項

①各主体の役割分担をどうすべきか

②マンション管理適正化及び再生円滑化の
基本的な考え方について

１



①各主体の役割分担をどうすべきか



国 都道府県 市 町村

マンション
管理適正化法

・マンションの管理の
適正化の推進を図るため
の基本的な方針の策定
・マンション管理士制度、
マンション管理業登録制度
・各団体の指定 など

（町村域）
・マンション管理
適正化推進行政事務
（計画策定、助言指導、
管理計画認定など）

（市域）
・マンション管理
適正化推進行政事務
（計画策定、助言指導、
管理計画認定など）

（町村域）
・必要な手続きをした
場合、都道府県に
代わり事務を処理
できる。

マンションの
管理の適正化
の推進を図る
ための基本的
な方針（パブ
コメ案）

・実態調査の実施
・マンション標準管理規約
や各種ガイドライン・
マニュアルの策定・見直し
・財政上の措置
・資金調査手段の確保
・専門家の育成
・管理組合や地方公共団体
の取組支援
・先進的な事例収集・普及

（区域内）
・実態把握
・マンション管理適正化推進計画の策定
・管理計画認定制度の適切な運用
・相談体制の充実
・不適切な管理のマンションへの助言、指導等
・不適切な管理のマンションへの能動的な関与
（特定行政庁）
・一定条件のもと強制力を伴う措置も考えられる
※都道府県は必要に応じて市区の区域内を含めて
施策を講じていくことが重要

・都道府県と連携体制
を確立し、密に連携

・マンション管理士制度の一層の普及促進

マンション
建替円滑化法

・マンションの建替え等の
円滑化に関する基本的な方
針の策定

・（町村域）
マンション建替組合
の設立の認可 など
・（特定行政庁）
要除却認定、
容積率の特例許可

・（市域）
マンション建替組合
の設立の認可 など
・（特定行政庁）
要除却認定、
容積率の特例許可

・（町村域）
地方自治法の必要な
手続きをした場合、
都道府県に代わり
事務を処理できる。

マンションの
建替え等の円
滑化に関する
基本的な方針

・各種指針の作成
・容積率の特例の許可準則
の作成 など

・必要な支援に努める。以下、支援の例示
（例示）工事期間中の仮住居の確保への支援
（例示）必要に応じて、容積率の制限又は高さ制限の緩和 など

・各種情報提供、各種制度の普及、技術的援助に努める など

法令等での国及び市町村の役割分担

※都道府県、市、町村はそれぞれ都道府県知事、市⻑、町村⻑を含む
２



法令等での⺠間団体等の役割分担
概要

マンション管理士 ○専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又は
マンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする
●上記業務を誠実に行う
●地方公共団体等からの求めに応じ、必要な協力をするよう努める

マンション管理業者 ○管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行う
●上記業務を誠実に行う
●地方公共団体等からの求めに応じ、必要な協力をするよう努める

マンション管理適正化
推進センター
（公財）マンション管理センター

○マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等
その他の関係者に対し提供すること
○マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと
○マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと
○マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと
○マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと
○マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと
○上記のほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと
〇マンション建替円滑化法に基づく都道府県知事⼜は市町村⻑からの要請に応じ、技術的援助に協⼒する

マンション管理業者
の団体
（一社）マンション管理業協会

○社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、
勧告その他の業務を行うこと
○社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと
○管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと
○マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと
○上記のほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと
○一定条件のもと返還債務を保証する業務ができる

分譲会社 ●管理組合の⽴ち上げや運営の円滑化のため、分譲時に管理規約や⻑期修繕計画、修繕積⽴⾦の⾦額等の案
について適切に定めるとともに、これらの内容を購入者に対して説明し理解を得るよう努める

その他 ●きめ細やかな施策を推進するため、地方公共団体、地域の実情に精通したマンション管理士等の専門家、
マンション管理業者等の事業者、管理組合の代表者等で協議会を設置することも考えられる

○マンション管理適正化法によるもの ●マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（パブコメ案）によるもの ３



４

ご意⾒等をお伺いしたい事項

❏法令等による役割分担が原則

〇都道府県は必要に応じて市区の区域内を含めて施策を講じることが重要と
されているが、どのような施策が考えられるか。

例：⺠間の管理状況を評価する制度と管理計画認定制度の連携の調整などの府域全域に関する調整
例：大阪府が事業主体となっている事業との連携（建替え時の仮住居の府営住宅の活用の検討など）
例：大阪府内の先進的な事例収集や研究動向の把握
例：国の収集した全国的な先進事例の市町村と連携した普及啓発
例：市場環境の整備（経験のある専門家が少ない事例などのモデル的な事例を創出し、専門的な人材の育成を図る）

〇大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会は
どのような役割を担うべきか。
例：行政が連携して取組むことが合理的な施策の実施
（セミナーの共催（市単独では開催回数が限定されて複数テーマが開催できない場合など）、
管理組合の登録制度の実施、管理組合からの相談窓口の整理など）

例：行政と専門家団体との連携のルールづくり
（アドバイザー派遣やセミナー講師に係る各種調整やルールづくりなど）



②マンション管理適正化及び再生円滑化の

基本的な考え方について



マンション管理適正化及び再生円滑化の全体像
❏地方公共団体による実態調査が重要
❏分譲時点から適切な管理を確保することが重要
❏管理組合の自律的で適切な管理を促進することが重要
❏建替えや敷地売却による再生は、中⻑期で検討することが重要

出典：国土交通省「第１回マンション管理の新制度の施行に関する検討会」資料をもとに大阪府住宅まちづくり部居住企画課が変更・追記して作成

入居 管理 修繕・改良 建替え

繰り返し

新築 補修点検等を⾏い、
⽇常管理を実施

適時適切な時期に
計画修繕を実施

建替えにより新たな
マンションを建設

売却により更地化

修繕・改良が
困難な場合
など

例︓
耐震性不⾜
⽼朽化 等

分譲前

建築
敷地売却

分譲時点からの
適切な管理の推進

・新築分譲マンションを対象とした
管理計画を予備的に認定する
仕組みの普及啓発

・⻑期優良住宅の認定取得促進

管理組合の⾃律的で適切な管理の促進
・⺠間団体の評価制度と連携した管理計画認定制度の運⽤
認定基準の追加︓耐震改修計画の作成、防災対策の実施
・管理に関する周知啓発（セミナー開催など）
・各種モデル事例や研究の情報収集と周知啓発
・押しかけ支援の検討
・指導等の実施
判断の基準の⽬安の追加︓劣化や損傷の放置

再⽣の円滑化の推進

・容積率特例等の運⽤

・建替時工事期間中の仮住居としての
公的賃貸住宅の活⽤の検討

・解体積⽴⾦などの資⾦計画を含む
除却までの中⻑期的な計画策定への
支援の検討

管理水準・高

管理水準・低 ５



地方公共団体による実態調査

６

以下により地方公共団体が実態調査をすることが考えられる。

〇登記情報等から分譲マンションの全数の所在地を把握

〇国のマンション総合調査の項目を参考にアンケート調査の実施

〇アンケート未回答の分譲マンションに対しては、現地の目視調査や
区分所有者へのヒアリング調査の実施

〇調査の頻度は国のマンション総合調査と同様に５年ごとに実施又は
マンション管理適正化推進計画の改定等のタイミングで実施

〇最初の調査のタイミングは、マンション管理適正化推進計画の策定時又は
国のマンション総合調査の次回実施にあわせる

〇一度に全数調査を実施できない場合は、築年数や規模で対象を限定する方法や
地区ごとに調査実施年度を分ける方法をとる



分譲時点からの適切な管理の推進

７

以下により分譲時点からの適切な管理の推進をすることが考えられる。

〇国とマンション管理適正化推進センターの連携による新築分譲マンション
を対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みの普及促進

〇「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための⻑期優良住宅の普及の促進に
関する法律等の一部を改正する法律」（令和３年５月公布。施行は公布後９か月以内又は１年６か月以内）
による分譲マンションの認定手続きの合理化等を周知啓発することにより
分譲マンションの⻑期優良住宅の認定取得を促進

国土交通省「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（案）」（抜粋）

国においては、既存マンションが対象となる管理計画認定制度に加え、マンション
の適切な管理を担保するためには分譲時点から適切な管理を確保することが重要で
あることから、新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組
みについても、マンション管理適正化推進センターと連携しながら、必要な施策を
講じていく必要がある。



管理組合の⾃律的で適切な管理の促進

８

❏管理が不適切な分譲マンションへは能動的に関与していくことが必要
❏適切な管理がされている分譲マンションが選好されることを通じて市場での
評価につなげることが必要
そのためには、消費者が分譲マンション購入を検討する時点で、適切な管理が
されていることが周知されていることが必要

以下により管理組合の自律的な適切管理の促進することが考えられる。

〇管理が不適切な分譲マンションに対しては、能動的な支援の検討。
ただし、支援が途切れても自走的に適切な管理が継続されるように
支援の内容を検討する必要がある。

〇管理が不適切な分譲マンションに対しては、必要に応じて助言、指導等を行う。
その判断の基準の目安は、国の目安はソフト面のみであるため、ハード面に関して
以下の目安を追加する。

次の事項が遵守されていない場合とする。
・建物の劣化や損傷が発生した場合又は見込まれる場合は早急に点検し、修繕すること



〇管理計画認定制度の運⽤にあたっては、⺠間の管理状況を評価・診断する
制度との連携を検討

〇管理計画の認定を取得しているかどうかを公表することを検討

〇管理計画認定の基準は地域の実情を踏まえて定めることが望ましく、
各地方公共団体の重要な施策等を反映させることが考えられるが、
災害への備えはどの地方公共団体も同じであり、次の項目を追加
以下の基準のいずれにも適合することとする。

イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第17条による
建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を取得しており、かつ、
その工事が５年以内に完了する計画であること
（昭和56年５月31日以前に建築基準法に基づく確認済証が交付され、かつ、
地震に対する安全性を証する書類を管理組合が保管していない場合に限る。）

ロ 防火管理者を選任し、消防計画の作成及び周知をしていること
（消防法第８条により防火管理者を定めなければならない場合に限る。）

ハ 消防用設備等の点検をしていること
二 災害時の避難場所を周知していること
ホ 災害対応のマニュアルを作成・配布していること
へ ハザードマップその他の防災・災害対策に関する情報の収集・周知をしていること
ト 年１回程度定期的な防災訓練を実施していること ９

管理組合の⾃律的で適切な管理の促進



10

〇大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会と連携し、
管理の基礎的な分野や日常的な管理、大規模修繕工事など分野ごとのセミナーの
開催による情報提供を実施

〇大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会の運営する
管理適正化推進制度の登録を促進し、管理組合の勉強会へのアドバイザーの派遣や
マンション管理ガイドブックの送付などの情報提供を実施

〇相続放棄や推定相続人の不存在等により区分所有者の所在が不明な場合や、
高齢化に伴う管理の課題などについて、モデル事例や研究の情報収集を行い、
普及啓発を実施

〇大規模修繕について、国の「設計コンサルタントを活用したマンション大規模
修繕工事の発注等の相談窓口の周知について（通知）」により設計コンサルタントが
利益相反行為を起こさない中立的な立場を保つ形で施行会社の選定が公正に
行われるよう周知するとともに、（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター
による施工費用についての無料の「見積チェックサービス」の利用促進
独立行政法人住宅金融支援機構「マンションライフサイクルシミュレーション」の
利用促進や資金調達手段等の周知啓発を実施

管理組合の⾃律的で適切な管理の促進



再⽣の円滑化の推進

11

❏分譲マンションの特殊性（意識、価値観、経済力の異なる区分所有者間
の合意形成の困難さや保安上危険な状態となった場合の周辺への影響の
大きさなど）を考慮し、再生の円滑化のための支援が必要
❏中⻑期の計画により、計画的に再⽣することが必要

以下により再生の円滑化を推進することが考えられる。

〇マンション建替円滑化法の容積率の特例等の適切な運用

〇建替え工事期間中の仮住居としての公営住宅等の活用の検討

〇管理組合が中⻑期の計画により、解体積⽴⾦などの資⾦計画も含めた
現存マンションのたたみ方の検討ができるよう支援の検討



参考資料集



１

⼤阪府内の特定⾏政庁⼀覧
特定行政庁 設置年月日

1 大阪市 昭和31年11月1日から
2 豊中市 昭和43年4月1日から
3 堺市 昭和44年4月1日から
4 東大阪市 昭和45年4月1日から
5 吹田市 昭和46年4月1日から
6 高槻市 昭和46年4月1日から
7 枚方市 昭和47年4月1日から
8 守口市 昭和47年4月1日から
9 八尾市 昭和48年4月1日から

10 寝屋川市 昭和49年4月1日から
11 茨木市 昭和57年4月1日から
12 岸和田市 昭和60年4月1日から
13 門真市 平成13年4月1日から
14 箕面市 平成13年4月1日から
15 和泉市 平成14年4月1日から
16 池田市 平成14年4月1日から
17 羽曳野市 平成16年4月1日から

上記以外の市町村部分は大阪府が特定行政庁



２
出典：国土交通省「第１回⻑期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会」資料３

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための
⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律等の⼀部を改正する法律（令和３年５⽉２８⽇公布）



３
出典：国土交通省「第１回⻑期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会」資料３

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための
⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律等の⼀部を改正する法律（令和３年５⽉２８⽇公布）



４
出典：国土交通省「第１回⻑期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会」資料３

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための
⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律等の⼀部を改正する法律（令和３年５⽉２８⽇公布）



国の助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安（パブリックコメント案）

５

法第五条の二に基づき管理組合の管理者等に対して助言、指導及び勧告を行う際の判断の
基準の目安は、以下の事項が遵守されていない場合とする。

なお、個別の事案に応じて以下の事項以外の事項についても、基本方針三のマンション
管理適正化指針や基本方針六４の都道府県等マンション管理適正化指針に即し、必要な
助言及び指導を行うことは差し支えない。

１．管理組合の運営

⑴管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること
⑵集会を年に一回以上開催すること

２．管理規約
管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと

３．管理組合の経理
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること

４．⻑期修繕計画の作成及び⾒直し等
適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと
出典：国土交通省「「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（案）」に関する意見募集について」



法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準は、以下の基準のいずれにも適合することとする。
１．管理組合の運営
⑴管理者等が定められていること
⑵監事が選任されていること
⑶集会が年一回以上開催されていること

２．管理規約
⑴管理規約が作成されていること
⑵マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴
情報の管理等について定められていること
⑶マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付
（または電磁的方法による提供）について定められていること

３．管理組合の経理
⑴管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
⑵修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
⑶直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること

４．⻑期修繕計画の作成及び⾒直し等
⑴⻑期修繕計画が「⻑期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、⻑期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積⽴⾦額
について集会にて決議されていること
⑵⻑期修繕計画の作成または⾒直しが七年以内に⾏われていること
⑶⻑期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三⼗年以上で、かつ、残存期間内に⼤規模修繕⼯事が⼆回以上含まれる
ように設定されていること
⑷⻑期修繕計画において将来の⼀時的な修繕積⽴⾦の徴収を予定していないこと
⑸⻑期修繕計画の計画期間全体での修繕積⽴⾦の総額から算定された修繕積⽴⾦の平均額が著しく低額でないこと
⑹⻑期修繕計画の計画期間の最終年度において、借⼊⾦の残⾼のない⻑期修繕計画となっていること

５．その他
⑴管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、
居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること
⑵都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
出典：国土交通省「「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（案）」に関する意見募集について」 ６

国の管理計画認定基準（パブリックコメント案）


